
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１班 

近藤梨紗 

田倉江里奈 

加藤友香里 

采川朋民 

坂本良子 

 
 
 



 2

畠山ゼミナール １班 
2008年 2月 11日 

共同研究発表 
目次 

 
第 1章 はじめに 

Ⅰ、ODA とは 

Ⅱ、なぜ ODA ができたのか～援助目的の変化～ 

Ⅲ、ODA の現状 

 

第２章 アジア支援 

Ⅰ、日本の対アジア ODA 現状 

Ⅱ、なぜアジアに力を入れて支援するのか 

Ⅲ、日本が望む支援国の将来 

Ⅳ、中国への援助、インドネシアへの援助 

Ⅴ、まとめ 

 

第３章 アフリカ支援 

Ⅰ、日本の援助・アフリカの歴史 

Ⅱ、TICAD の歴史 

Ⅲ、数字でみるアフリカ ODA 

Ⅳ、ケニアの事例 

Ⅴ、まとめ 

 

 

第４章 中東支援 

Ⅰ、中東地域に対する ODA 
Ⅱ、なぜ中東に支援するのか 

Ⅲ、イラク 

Ⅳ、アフガニスタン 

Ⅴ、まとめ 

 

第５章 おわりに  
 
 
 
 
 
 
 



 3

第一章 はじめに 

                        
 日本はどのような政府開発援助(ODA)を行っているのだろうか。 
援助先によって政策が異なる背景には、その国のたどってきた歴史や文化、言語、宗教に代表されるソ

フト・パワー、日本との関係が影響するのではないかと考える。日本がどのような背景のもと援助を行

っているのか。これからの援助方針はなにか。日本との関係やソフト・パワーが ODA や外交に与える
影響力に着目しながらこの問題を考える。 
 
調べる地域 
アジア（中国、インドネシア）、アフリカ（スーダン、ケニア）、中東（アフガニスタン、イラク） 
調べる内容 
・ その地域の現状 
・ ODA形態と援助方法、援助国の目的 
・ 実際に援助している事例 
 

Ⅰ、ODAとは 

 
ODAとは？ 
Official Development Assistance（政府開発援助）の頭文字を取ったものです。政府または政府の実施機

関によって開発途上国または国際機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上

に役立つために行う資金・技術提供による協力のことです。 

1954年 10月 6日、日本はコロンボ・プラン（開発途上国援助のための国際機関のひとつ）への加盟を閣

議決定し、これを機に開発途上国への経済協力に取り組むこととなりました。今日、日本の協力先は 150

以上の国や地域に広がり、NGO（非政府団体）との連携による援助を含めて様々な形態で行われており、

2004年で 50周年を迎えました。（参考：外務省HPより） 
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政府開発援助大綱 

I．理念 ――目的、方針、重点  

1．目的 =国際社会の平和と発展への貢献を通じて、わが国の安全と繁栄を確保 

・主要国としての責任 

 貧困、感染症等の人道的問題や環境等の地球的規模の問題、平和構築、民主化、人道保障への取 

 り組み 

・わが国の安全と繁栄の確保、国民の利益の増進 

特に、アジア諸国との連携・交流の活発化 

・平和を希求する日本にとり、ODA は国際社会の共感を得られる最も相応しい政策 

 

2．基本方針  

（1）開発途上国の自助努力支援 

 良い統治（グッド・ガバナンス）に基づく開発途上国の自助努力を支援するため、これらの国の 

発展の基礎となる人づくり、法・制度構築や経済社会基盤の整備に協力することは、我が国 ODA の

最も重要な考え方である。このため、開発途上国の自主性（オーナーシップ）を尊重し、その開発

戦略を重視する。 

 その際、平和、民主化、人権保障のための努力や経済社会の構造改革に向けた取組を積極的に行

っている開発途上国に対しては、これを重点的に支援する。  

 

（2）「人間の安全保障」の視点 

 紛争・災害や感染症など、人間に対する直接的な脅威に対処するためには、グローバルな視点や

地域・国レベルの視点とともに、個々の人間に着目した「人間の安全保障」の視点で考えることが

重要である。このため、我が国は、人づくりを通じた地域社会の能力強化に向けた ODA を実施する。

また、紛争時より復興・開発に至るあらゆる段階において、尊厳ある人生を可能ならしめるよう、

個人の保護と能力強化のための協力を行う。  

 

（3）公平性の確保 

 ODA 政策の立案及び実施に当たっては、社会的弱者の状況、開発途上国内における貧富の格差及

び地域格差を考慮するとともに、ODA の実施が開発途上国の環境や社会面に与える影響などに十分

注意を払い、公平性の確保を図る。 

 特に男女共同参画の視点は重要であり、開発への積極的参加及び開発からの受益の確保について

十分配慮し、女性の地位向上に一層取り組む。  

 

（4）我が国の経験と知見の活用 

 開発途上国の政策や援助需要を踏まえつつ、我が国の経済社会発展や経済協力の経験を途上国の

開発に役立てるとともに、我が国が有する優れた技術、知見、人材及び制度を活用する。 

 さらに、ODA の実施に当たっては、我が国の経済・社会との関連に配慮しつつ、我が国の重要な

政策との連携を図り、政策全般の整合性を確保する。  
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（5）国際社会における協調と連携 

 国際社会においては、国際機関が中心となって開発目標や開発戦略の共有化が進み、様々な主

体が協調して援助を行う動きが進んでいる。我が国もこのような動きに参加して主導的な役割を

果たすよう努める。同時に、国連諸機関、国際開発金融機関、他の援助国、NGO、民間企業などと

の連携を進める。特に、専門的知見や政治的中立性を有する国際機関と我が国の ODA との連携を

強化するとともに、これらの国際機関の運営にも我が国の政策を適切に反映させていくよう努め

る。 

 さらに、我が国は、アジアなどにおけるより開発の進んだ途上国と連携して南南協力を積極的

に推進する。また、地域協力の枠組みとの連携強化を図るとともに、複数国にまたがる広域的な

協力を支援する。  

 

3．重点課題  

（1）貧困削減 

 貧困削減は、国際社会が共有する重要な開発目標であり、また、国際社会におけるテロなどの

不安定要因を取り除くためにも必要である。そのため、教育や保健医療・福祉、水と衛生、農業

などの分野における協力を重視し、開発途上国の人間開発、社会開発を支援する。同時に、貧困

削減を達成するためには、開発途上国の経済が持続的に成長し、雇用が増加するとともに生活の

質も改善されることが不可欠であり、そのための協力も重視する。  

 

（2）持続的成長 

 開発途上国の貿易、投資及び人の交流を活性化し、持続的成長を支援するため、経済活動上重

要となる経済社会基盤の整備とともに、政策立案、制度整備や人づくりへの協力も重視する。こ

のような協力には、知的財産権の適切な保護や標準化を含む貿易・投資分野の協力、情報通信技

術（ICT）の分野における協力、留学生の受入れ、研究協力なども含まれる。 

 また、我が国の ODA と途上国の開発に大きな影響を有する貿易や投資が有機的連関を保ちつつ

実施され、総体として開発途上国の発展を促進するよう努める。このため、我が国の ODA と貿易

保険や輸出入金融など ODA 以外の資金の流れとの連携の強化にも努めるとともに、民間の活力や

資金を十分活用しつつ、民間経済協力の推進を図る。  

 

（3）地球的規模の問題への取組 

 地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、麻薬、

国際組織犯罪といった地球的規模の問題は、国際社会が直ちに協調して対応を強化しなければな

らない問題であり、我が国も ODA を通じてこれらの問題に取り組むとともに、国際的な規範づく

りに積極的な役割を果たす。  

 

（4）平和の構築 

 開発途上地域における紛争を防止するためには、紛争の様々な要因に包括的に対処することが

重要であり、そのような取組の一環として、上記のような貧困削減や格差の是正のための ODA を

実施する。さらに、予防や紛争下の緊急人道支援とともに、紛争の終結を促進するための支援か

ら、紛争終結後の平和の定着や国づくりのための支援まで、状況の推移に即して平和構築のため
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に二国間及び多国間援助を継ぎ目なく機動的に行う。 

 具体的には、ODA を活用し、例えば和平プロセス促進のための支援、難民支援や基礎生活基盤の

復旧などの人道・復旧支援、元兵士の武装解除、動員解除及び社会復帰（DDR）や地雷除去を含む

武器の回収及び廃棄などの国内の安定と治安の確保のための支援、さらに経済社会開発に加え、

政府の行政能力向上も含めた復興支援を行う。  

 

 

4．重点地域  

・アジア重点地域。アジアは、日本と緊密な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼし

得る。経済連携の強化を十分に考慮。ただし、経済社会状況の多様性、援助需要の変化に留意しつつ、

戦略的に重点化。 

 その他の地域についても、この大綱の目的、基本方針及び重点課題を踏まえて、各地域の援助需

要、発展状況に留意しつつ、重点化を図る。 

 具体的には、アフリカは、多くの後発開発途上国が存在し、紛争や深刻な開発課題を抱える中で、

自助努力に向けた取組を強化しており、このために必要な支援を行う。 

 中東は、エネルギー供給の観点や国際社会の平和と安定の観点から重要な地域であるが、中東和

平問題をはじめ不安定要因を抱えており、社会的安定と平和の定着に向けた支援を行う。 

 中南米は、比較的開発の進んだ国がある一方、脆弱な島嶼国を抱え、域内及び国内の格差が生じ

ていることに配慮しつつ、必要な協力を行う。 

  

II．援助実施の原則  

以下の諸点を踏まえ、開発途上国の援助需要、経済社会状況、二国間関係などを総合的に判断の上、

ODA を実施するものとする。  

（1）環境と開発を両立させる 

（2）軍事的用途及び国際紛争助長への使用を回避する。 

（3）テロや大量破壊兵器の拡散を防止するなど国際平和と安定を維持・強化するとともに、開発途上

国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配慮すべきであるとの観点か

ら、開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入などの動向に十

分注意を払う。 

（4）開発途上国における民主化の促進、市場経済導入の努力ならびに基本的人権及び自由の保障状況

に十分注意を払う。 

 

III．援助政策の立案及び実施  

1．援助政策の立案及び実施体制  

（1）一貫性のある援助政策の立案 

 この大綱の下に、政府全体として一体性と一貫性をもってODAを効率的・効果的に実施するため、

基本方針で述べたような国際社会における協調と連携も視野に入れつつ、中期政策や国別援助計画

を作成し、これらにのっとった ODA 政策の立案及び実施を図る。特に国別援助計画については、主

要な被援助国について作成し、我が国の援助政策を踏まえ、被援助国にとって真に必要な援助需要
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を反映した、重点が明確なものとする。 

 これらの中期政策や国別援助計画に従い、有償・無償の資金協力及び技術協力の各援助手法につ

いては、その特性を最大限生かし、ソフト、ハード両面のバランスに留意しつつ、これらの有機的

な連携を図るとともに、適切な見直しに努める。  

 

（2）関係府省間の連携 

 政府全体として一体性と一貫性のある政策を立案し、実施するため、対外経済協力関係閣僚会議

の下で、外務省を調整の中核として関係府省の知見を活用しつつ関係府省間の人事交流を含む幅広

い連携を強化する。そのために政府開発援助関係省庁連絡協議会などの協議の場を積極的に活用す

る。  

 

（3）政府と実施機関の連携 

 政府と実施機関（国際協力機構 1、国際協力銀行）の役割、責任分担を明確にしつつ、政策と実

施の有機的な連関を確保すべく、人事交流を含む両者の連携を強化する。また、実施機関相互の連

携を強化する。  

 

（4）政策協議の強化 

 ODA 政策の立案及び実施に当たっては、開発途上国から要請を受ける前から政策協議を活発に行

うことにより、その開発政策や援助需要を十分把握することが不可欠である。同時に、対話を通じ

て我が国の援助方針を開発途上国に示し、途上国の開発戦略の中で我が国の援助が十分いかされる

よう、途上国の開発政策と我が国の援助政策の調整を図る。また、開発途上国の案件の形成、実施

の面も含めて政策及び制度の改善のための努力を支援するとともに、そのような努力が十分である

かどうかを我が国の支援に当たって考慮する。  

 

（5）政策の決定過程・実施における現地機能の強化 

 援助政策の決定過程・実施において在外公館及び実施機関現地事務所などが一体となって主導的

な役割を果たすよう、その機能を強化する。特に、外部人材の活用を含め体制を強化するための枠

組みの整備に努める。また、現地を中心として、開発途上国の開発政策や援助需要を総合的かつ的

確に把握するよう努める。その際、現地関係者を通じて、現地の経済社会状況などを十分把握する。  

 

（6）内外の援助関係者との連携 

 国内の NGO、大学、地方公共団体、経済団体、労働団体などの関係者が ODA に参加し、その技術

や知見をいかすことができるよう連携を強化する。また、開発途上国をはじめとして、海外におけ

る同様の関係者とも連携を図る。さらに、ODA の実施に当たっては我が国の民間企業の持つ技術や

知見を適切に活用していく。  

 

2．国民参加の拡大  

（1）国民各層の広範な参加 

 国民各層による援助活動への参加や開発途上国との交流を促進するため、十分な情報を提供する

とともに、国民からの意見に耳を傾け、開発事業に関する提案の募集やボランティア活動への協力

などを行う。  
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（2）人材育成と開発研究 

 専門性をもった人材を育成するとともに、このような人材が国内外において活躍できる機会の拡

大に努める。同時に、海外での豊かな経験や優れた知識を有する者などの質の高い人材を幅広く求

めて ODA に活用する。 

 また、開発途上国に関する地域研究、開発政策研究を活発化し、我が国の開発に関する知的資産

の蓄積を図る。  

 

（3）開発教育 

 開発教育は、ODA を含む国際協力への理解を促進するとともに、将来の国際協力の担い手を確保

するためにも重要である。このような観点から、学校教育などの場を通じて、開発途上国が抱える

問題、開発途上国と我が国の関わり、開発援助が果たすべき役割など、開発問題に関する教育の普

及を図り、その際に必要とされる教材の提供や指導者の育成などを行う。  

 

（4）情報公開と広報 

 ODA の政策、実施、評価に関する情報を、幅広く、迅速に公開し、十分な透明性を確保するとと

もに積極的に広報することが重要である。このため、様々な手段を活用して、分かり易い形で情報

提供を行うとともに、国民が我が国の ODA 案件に接する機会を作る。 

 また、開発途上国、他の援助国など広く国際社会に対して我が国の ODA に関する情報発信を強化

する。 

 

3．効果的実施のために必要な事項  

（1）評価の充実 

 事前から中間、事後と一貫した評価及び政策、プログラム、プロジェクトを対象とした評価を実

施する。また、ODA の成果を測定・分析し、客観的に判断すべく、専門的知識を有する第三者によ

る評価を充実させるとともに政府自身による政策評価を実施する。さらに、評価結果をその後の ODA

政策の立案及び効率的・効果的な実施に反映させる。  

 

（2）適正な手続きの確保 

 ODA の実施に当たっては、環境や社会面への影響に十分配慮する手続きをとるとともに、質や価

格面において適正かつ効率的な調達が行われるよう努める。同時に、これらを確保しつつ、手続き

の簡素化や迅速化を図る。  

 

（3）不正、腐敗の防止 

 案件の選定及び実施プロセスの透明性を確保し、不正、腐敗及び目的外使用を防止するための適

切な措置をとる。また、外部監査の導入など監査の充実を通じて適正な執行の確保に努める。  

 

（4）援助関係者の安全確保 

 援助関係者の生命及び身体の安全の確保は、ODA 実施の前提条件であり、安全関連情報を十分に

把握し、適切な対応に努める。  
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IV．ODA 大綱の実施状況に関する報告  

 ODA 大綱の実施状況については、毎年閣議報告される「政府開発援助（ODA）白書」において明ら

かにする。 

 

 

Ⅱ、なぜ ODAができたのか～援助目的の変化～ 
日本の資金協力の起源は、戦後賠償に始まる。政府ベースの経済協力は 1954 年のコロンボ・プラン
への参加、更には 1951 年に調印されたサンフランシスコ平和条約の賠償条項に基づく賠償・準賠償か
ら始まった。 
サンフランシスコ平和条約では「戦争によって与えた損害および苦痛を償うため」に賠償を行うとさ

れていたが、たとえば、1951年 11月にビルマとの間で調印された「対日平和条約と賠償および経済協
力協定」では、「ビルマ経済の回復および発展ならびに社会福祉の増進に寄与するため」と、まさに ODA
の目的そのもののような内容が盛り込まれていた。 

1954 年に始まる賠償、コロンボ・プランの参加を日本の援助の第一期とすると、日本の援助の第二
期は 1958 年に始まるとインドへの円借款の寄与と考えられる。その目的は明らかに日本の輸出振興で
あった。円借款を寄与された発展途上国は、その資金で日本の製品を輸入しなければならなかった。こ

の円借款の寄与という目的は、1970 年代初まで続くが、徐々に輸出均衡以外の要素が日本の援助に登
場してくる。 

1960 年代半ばからの第三段階は、アジアにおける外交政策展開のために援助がなされた。アジア重
視というという日本の姿勢は、地理的、文化的、歴史的、経済関係の深さからいって当然である。 
第四段階は、1970 年代の 2 度のオイルショックを経て、世界全体に対する経済大国の責任としての
援助を考える時期である。世界の経済大国の責任としての援助が、日本の援助にとって最も大きな目的

となり、この第四段階は基本的に現在まで続いていると考えられている。しかし、1980 年代に入ると
いわゆる「総合安全保障」確保のための手段としての援助という考えも前面に出てくるようになり、ま

た大幅な経常収支黒字の還元手段としての援助という視点も重視されるようになってきた。 
 

Ⅲ、ＯＤＡの現状 
 ①ＯＤＡの形態 
無償資金協力・・・返済義務を課さないで資金を供与する援助。 
 有償資金協力・・・緩やかな条件（低金利、長期返済期間）による資金貸与。 
          外務省HPにて掲載されているものは、債務繰り延べ、留学生支援等を除いたも

の。 
 技術協力・・・・・途上国の社会・経済の開発の担い手となる人材を育成するため、技術の提供など

を行う協力。 
          外務省HPにて掲載されているものは、技術協力プロジェクト（＊）に該当する

もの。 
          ＊研修員の受け入れ、専門家の派遣、機材の供与などを有機的に組み合わせつつ、

効果的な技術移転を実施するもの。 
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②主要援助国の ODA実績の推移 
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第２章 アジア支援 
Ⅰ、平成 19年度実施 日本の対アジア援助：アジア 8ヵ国 47案件（抜粋）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無償資金協力 

・四川大学に対する

一般文化無償 

・西安外国語大学に

対する一般文化無

償 

・湖南大学に対する

一般文化無償 

・人材育成奨学計画

有償資金協力 

・甘粛省蘭州市大気環

境改善計画 

・青海省生態環境整備

計画 

・新彊ウイグル自治区

地方都市環境整備計

画（第二期） 

・河南省南陽市環境整

備計画 

・湖南省都市廃棄物処

理計画 

・安徽省都市廃棄物処

理計画 

技術協力 

なし 

中国 

インドネシア共和国 
無償資金協力 

・アチェにおける紛争被害地域平和構築支援プログラム

（IOM経由） 

・鳥インフルエンザ等重要家畜疾病診断施設整備計画 
・遠隔地ラジオ放送網拡張計画 

・東西ヌサトゥンガラ州地方給水計画 

・グヌンキドル県水道整備計画（2／2） 

・持続的沿岸漁業振興計画 

技術協力 

なし 

 無償資金協力 

・人材育成奨学計画 
・ 中部高原地域地下水開発計画 

ベトナム 
 有償資金協力 

・第六次貧困削減支援貸付 
技術協力 

なし 

カンボジア 
無償資金協力 

・セクター・プログラム無償 

・貧困農民支援 

・コンポンチャム州病院改善計画（詳細設計） 

・第二次地雷除去活動支援機材開発研究計画 

・第二次プノンペン市洪水防御及び排水改善計画 

・人材育成奨学計画 

有償資金協力 

・貧困削減成長オペレーション

技術協力 

なし 

有償資金協力 

・災害復興・管理セクター・ 

プログラムローン 
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Ⅱ、なぜアジアに力を入れて援助するのか 
 
戦後日本外交は、対米基軸、経済重視、国際協調の下に展開してきたが、同時に歴史的、地理的な密

接な関係に加えて、戦争という不の遺産を持つ地域であるアジア諸国との関係は日本外交にとって最も

困難かつデリケートなものだった。事実日本外交は、紆余屈折はあったものの、「アジアの一員として

の立場」を捨てたことは一度もなく、対米関係に最大の注意を払いながらも、アジアとの関係で微妙な

バランスを保ってきた。 
賠償時代、円借款の供与、コロンボ・プランへの参加と続いた日本の対外援助は、1974 年までの約

20年間、そのほぼ 100％アジア地域に供与されていた。現在では、2002年度実績でアジアの占める割
合は全体の 45.4％。 
 
ヨーロッパ→アフリカ 
アメリカ →ラテンアメリカ ①一種の縦割り的考え方 
日本   →アジア  
       ↓ 
    ② 

歴史的(人道的観点) 
     政治的  

経済的           
 
 
 
 
 
 

パキスタン・イスラム共和国 
無償資金協力 

・セクター・プログラム無償 

・ポリオ撲滅計画（ユニセフ経由） 

有償資金協力 

なし 

技術協力 

なし 

無償資金協力 

・インドにおけるポリオ撲滅計画（ユニセフ経由）

 

インド 
有償資金協力 

・マハラシュトラ州送変電網整備計画 

・ゴア州上下水道整備計画 

技術協力 

なし 

（国益の観点） 
アジア外交の一環としての対外援助
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Ⅲ、日本が望む支援国の将来 
 
日本の国益増進のための安全保障 
日本の国益とは・・・世界が平和で安定し、自由で開放的な国際経済体制の維持が、平和憲法を有し 

資源小国で貿易大国の日本にとっての国益 
 

 
 
 
 
 
第二次世界大戦後の世界 
 
 
 
 
 
 
 
(表 1) 
地球の安全保障 東アジア地域の不安定要素 
・ 民族、宗教などの国内紛争 
・ 地球環境の悪化 
・ 人口問題 
・ 食料問題 
・ エネルギー問題 
・ 貧困問題 
・ エイズなどの感染症対策 
・ 麻薬 
・ テロ 
・ 国際犯罪 
・ 通貨危機 

・ 変貌する中国の行方 
・ 中台関係 
・ 朝鮮半島情勢 
・ インドネシアの安定 
・ ミャンマーの民主化 
・ 東ティモールの独立 
・ ミンダナオ情勢 
・ 南沙諸島問題 
 

 
このように、世界中で国際問題が山積する中で、東アジアに関しても不安定・不透明な要素が存在し

ている。この問題の解決が安全保障であり、この安全保障政策を一つずつ行っていくことで不安定な要

素が消え、日本の国益が増進されると考えられる。 
日本は自国の国益増進のために、アジアの平和と安全を望むのである。 
 
 
 
 

  

アメリカ 

 
 

EU 

日本 

ロシア 

中国 

インド 
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Ⅳ―Ⅰ、中国への援助 
日本との関係（表 2） 

 
 
 
援助方法（表 3） 
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（表 4） 
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・ 日中両国の友好 
・ 中国経済の発展 
・ 市場経済の発展 
・ 国家や社会の安定 
・ 貧困の救済 
・ 民主主義の拡大 

● 中国への援助理由● 
 

 
 
 
 
 
外国への経済援助が日本の外交の大きな柱とされている中でも、中国との関係では、毎年、日本から供

与される巨額の援助は対中外交の最大の支柱となってきた。また、中国への供与方法も、1 年ずつでは
なく、4～5年分一括で 7千億～9千億円という供与方法をとってきた。この一括方式は日本が支援して
いる国の中でも中国だけにとられている方法である。 

(表 4－1)（表 4－2）から見るように、過去の ODA事業では中国に道路や空港、発電所といった大型経

済インフラや医療・環境分野のインフラ整備のための大きなプロジェクトを実施してきた。 近年、対

中 ODAは、「対中国経済協力計画」にもとづき、ソフト面に対する ODAを実施してきた。 

(表 5) 

過去の ODA事業 近年の ODA事業 

巨大経済インフラ分野 
・ 空港 
・ 鉄道 
・ 道路 
・ 湾岸 
・ 発電所 
・ 肥料工場 
・ 製鉄工場 
・ 環境保全、人材育成事業 

ソフトインフラ分野 
・ 環境保全 
・ 感染症対策 
・ 医療 
・ 改革 
・ 開放支援 
・ 人材育成事業 
・ 貧困克服のための支援 

 

 
●対中国 ODAの問題点● 
①認知されていない ODA 
・ 北京国際空港のターミナル（300億円）：完成式典での日本の援助に対する認知、感謝の表明無し      

②ODAの使われ方 
・ 日中友好病院（200億＋運営経費）：中国名称「中日有効病院」/2002年に共産党の高級官僚だけを
治療する「幹部病院」へ変更 

・ 日中青少年交流センター（150 億）：中国名称「中日青少年交流センター」/構内でホテル、カラオ
ケ、バーの運営 

・ 軍事費・武器輸出入の増加傾向 
・ 核実験 
これらに対し、日本は中国にそのつど抗議しているが、中国政府は強く反発した。また、中国への ODA
は 2007年度をもって全て終了した。 

日本の安全保障確保と利益の増進 
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Ⅳ－Ⅱ、インドネシアへの援助 
日本との関係（表 6） 

 

援助方法（表 7） 

 
（表 8－1） 
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(表 8－2) 
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●インドネシアへの援助理由● 
・ 国土、人口、資源面で ASEAN最大の国であり、ASEANの中核国 
・ マラッカ海峡をはじめとする国際航海上重要な海上交通路を有する 
・ 世界最大のイスラム国 
・ インドネシアはこの地域における日本の政治、経済両面の重要なパートナーであり、幅広い国民レ
ベルでの長期的友好関係を 気づいている。 

・ 貿易、投資等の経済面で密接な相互依存関係を有している 
                ↓ 
インドネシアの安定と発展は、日本を含む東アジア全体の平和と反映に不可欠 
 
● 対インドネシア ODAの問題点と課題● 
① 緊急的課題との緊密な連携 
・ インフラ設備などの投資環境整備、教育、保険等の基礎的社会サービスの改善・社会公正のための

取り組みと、自然災害や鳥インフルエンザ対策など緊急的課題との併走 
② パートナーシップの重要性 
・ インドネシアは、世界的に重要な海上交通路を有し、また、宗教面でも世界最大のイスラム教国で

あることからインドネシア政府はもとより、他の援助国・機関との協力・連携の他に、NGO・市民
社会など、他国や他の支援団体と協力、バランスを保ちながら支援していくことが重要 

 
Ⅴ、まとめ 
●日本に求められている援助方法● 
・ ODAの効率化、効果的方法の検討 
・ 「顔の見える援助」 
・ ODAの透明性 
・ アカウンタビリティの確保 
・ グッド・ガバナンス 
 
●ODAの方向性とアジアに対する ODAの進め方● 
①重要とメリハリのある援助：重要分野、重要課題を国ごとに絞り込む国別援助計画の実施 
②ハードからソフトへ：経済インフラ整備の円借款中心 ODAから人材育成支援・人材交流の強化へ 
③地域協力を促す支援：ASEAN＋３/二国間援助支援から地域の多角化協力支援へ 
④平和に寄与する ODA：紛争要因の緩和・紛争難民への緊急人道支援・紛争再発防止への環境整備 
⑤国民参加型 ODA：企業進出・姉妹都市交流を通じた企業、NGO、地方公共団体との連携、支援 
 
日本の外交は「ODA外交」と言われるほど、他国との外交関係において ODA政策を重視してきた。

10年間にも及ぶトップ・ドナーとしてのアジアにおけるインフラ整備は目覚しく、大規模プロジェクト
がアジア各国、各地域で行われた。今後は、「ハードからソフトへ」と教育分野や医療分野への ODAが
要求されているが、果たして、主権国家の基礎となる教育までもが日本の ODA で進めるものなのであ
ろうかという声も聞かれる。ASEAN に代表される諸国では、日本の ODA で目覚しい発展を遂げた国
もあるが、中国の軍事拡張、インド・パキスタンの核実験とインフラ整備により科学技術が進歩した今

日、日本の ODA内容だけでなく、ODAを授与される国にもその使い方が問われている。 
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第３章 アフリカ支援 

① 日本の援助・アフリカの歴史 

 
第 2次世界大戦前後 
・ 第 2次世界大戦前、日本とアフリカの関係は進展がほとんどなかった。 
・ 戦後初期になってからも、日本はアフリカとの関係を積極的に進めなかった。 
→当時、日本は日ソ国交正常化、国連加盟など数多くのさしせまった課題に直面していた為、アフ

リカとの関係強化が出来なかった。 
→60年代末に日本は、西側における第 2位の経済大国になってから、その外交視野はアフリカを含
めたより広大な地域へと次第に拡大する。 

 
冷戦前後 
・ 冷戦構造が続いた 1990年頃までは援助政策の目的がはっきりしていた。 
→サイゴンが陥落した時代。 

・ その頃に議論されていたのがドミノ理論。 
→ある国で共産化が進むと、それが他国にもどんどん広がっていく。それが起こらないために軍事

的なことはアメリカが中心でやっているが、日本は東南アジアの国々が自立できるように手助けを

する、それが日本の貢献だ、と認識されていた。 
・ 中国が正しい方向で国際社会の中で責任ある一員となるために日本は協力をしていた。 
・ 1990年代は、各国がいかに外交、国際規律を作っていくのかを試行錯誤していた時期である。その
中で、日本はそれまでの東アジア中心だった援助を広げて、アフリカにも行うことにする。 
→それが TICAD(アフリカ開発会議)に繋がった。 

・ 冷戦が終わった時点で多くの国がアフリカに対する支援を切り上げた。 
→しかし、日本はアフリカへの支援を続ける。アフリカを支えなければ国際社会全体がうまくいか

ないと主張し、93年に第 1回の TICAD首脳会議を開催する。それから 5年ごとに開催し、今年(2008
年)4回目を迎える。 

 
2000年以降 
・ 2000 年以降の特徴は、ミレニアム問題、2000 年紀という一つの区切りということもあり、援助上
でも新しい時代に入るという意識があった。 
→欧米諸国が援助に力を入れ始める。 

・ 9.11テロ以降援助の新しい見方が広がってくる。 
→テロ対策も含めた援助の新しい役割が増え、グローバリゼーションが注目され、世界全体が繁栄

していかなければ、自分達も幸せに暮らしていけないことを認識する。 
・ 日本は、森総理が現職の総理としてはじめてアフリカに行き、｢アフリカ問題の解決なくして 21世
紀の世界の安定と反映はない｣という言葉を残す。 
→これは、日本がアフリカをなぜ重要だと思っているかをアフリカの人たちに語りかけた言葉であ

った。 
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② TICAD の歴史 

●ＴＩＣＡＤ(アフリカ開発会議) 

 アフリカ問題の解決なくして２１世紀の世界の安定と繁栄はない。 

貧困、紛争、ＨＩＶ/AIDSといった現在の国際社会のアフリカへの関心が低下し、アフリカは世界から
取り残されようとしていた。そのような中、日本は国連などと協力して１993年に第１アフリカ開発会
議(ＴＩＣＡＤⅠ)を開催し、国際社会の目を再びアフリカに向けるきっかけをつくった。 
その後もＴＩＣＡＤは、プロセスとして発展し、1998年にＴＩＣＡＤⅡ、2003年にＴＩＣＡＤⅢが開
催された。さらに、2008年のＴＩＣＡＤⅣをもって、ＴＩＣＡＤプロセスは 15周年を迎える。 

●ＴＩＣＡＤとは？ 

日本が主導するアフリカ開発をテーマにした国際会議のこと。 
その日本の対アフリカ外交の基軸がＴＩＣＡＤ 
(Tokyo International Conference on African Development「アフリカ開発会議」)と呼ばれる
プロセスだ。TICAD では、元首・首脳を含むハイレベルでアフリカ開発に関する包括的な議論が行わ
れ、国際社会の世論形成に大きな役割を果たしている。また、議論の結果を踏まえた様々な具体的なフ

ォローアップも行われており、国際社会において主要なイニシアチブとして定着している。 
 
■ 1993 年 東京 

TICAD I 第 1回アフリカ開発会議 

冷戦が終了し、アフリカへの関心が薄れかけていた時期に開催したことで、国際社会に対してアフリカへの

関心を呼び戻すきっかけを作った。アフリカ開発に関する『東京宣言』を採択。政治、経済の各分野におけ

る協力を謳うと共に、アフリカの自助努力（オーナーシップ）と国際社会の支援（パートナーシップ）の相

互作用に基づく国際協力と、アジア・アフリカ協力というその後の TICAD プロセスを貫く基本哲学を初めて

明文化。 

■ 1998 年 東京 

TICAD II 第 2回アフリカ開発会議 

「アフリカの貧困削減と世界経済への統合」がテーマ。オーナーシップとパートナーシップの基本哲学に則

った社会開発、経済開発、開発の基盤の 3分野における数値目標まで含んだ『東京行動計画』を採択。 

■2001 年 東京 

TICAD 閣僚レベル会合 

アフリカ 52 か国、アジア・欧米より 28 か国と 32 の国際機関・地域機関が参加。2001 年 10             

月に成立した「アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）」を国際社会が一堂に会して議論する初

めての機会を提供した。 

■2003 年 9 月 29 日～10月 1日 東京 

TICAD III 第 3回アフリカ開発会議 

10 年の歩み、TICAD プロセスの検証と、具体的実現を目指した機会となる。 

ミレニアム開発目標の達成、アフリカにおける紛争解決に焦点をあてる。 
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ミレニアム開発目標(MDGs)とは？ 
 2000年 9月ニューヨークで開催された国連 ミレニアム・サミットに参加した147の国家元首を含む189の加盟国は、

21 世紀の国際社会の目標として国連ミレニアム宣言を採択した。このミレニアム宣言は、平和と安全、開発と貧困、環

境、人権とグッド・ガバナンス（良い統治）、アフリカの特別なニーズなどを課題として掲げ、21世紀の国連の役割に関

する明確な方向性を提示。そして、国連ミレニアム宣言と 1990 年代に開催された主要な国際会議やサミットで採択され

た国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組みとしてまとめられたものがミレニアム開発目標（Millennium Development 

Goals：MDGs）である。 

 

MDGsの 8つの目標とは？ 
 MDGs が掲げる以下の 8 つの目標自体は必ずしも目新しいものではありません。しかしながら、先進国と開発途上国双

方を含む世界中の指導者が人間開発（human development）を推進する上で最も国際社会の支援を必要とする課題に対し

て、2015 年という達成期限と具体的な数値目標を定めて、その実現を公約したことは画期的なことである。 

 

① 極度の貧困と飢餓の撲滅 

② 普遍的初頭教育の達成 

③ ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上 

④ 幼児死亡率の削減 

⑤ 妊産婦の健康の改善 

⑥ HIV/AIDS マラリア、その他の疫病の蔓延防止 

⑦ 環境の持続可能性の確保 

⑧ 開発のためのグローバル・パートナーシップの推進 
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③ 数字で見るアフリカＯＤＡ 
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 ④ ケニアの事例 
ケニア共和国＜平成 19年度＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              

 
                       
 
 
 
 
ODA政策の構造的な欠陥－対ケニアＯＤＡ－ 
日本政府は対アフリカＯＤＡ供与ではケニアを最重要国としてきた。 
1997 年夏、ケニアで日本の ODA に対する抗議の声が起きた。｢日本の ODA は腐敗と独裁のモイ政権
を支えるだけで、ケニアの一般国民の福祉には寄与していない｣―という抗議だった。ケニアのダニエ

ル・モイ大統領は 19年間も政権を握り、その政権は腐敗と独裁が明白となっている。日本は ODAをそ
のモイ政権に注ぎ込んでいる、ということであった。 
    ↓ 
問題点･･･ODAの使われ方である。 
日本からの ODA は政権首脳の私的、政治的な目的に使われる場合が多く、ケニア国民全体の福祉に寄
与していなかったのだ。確かに日本の ODA はあくまで外国の政府機関を対象とする。その為、外国の
民間組織に直接、援助を与えることはできない仕組みになっているのだ。このような ODA 供与でアフ
リカの最重要点国とするケニアの実例は、ODA政策の構造的な欠陥を明示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※モイ政権･･･92～97年政権をにぎった。02 年に引退。                  

無償資金協力 

・食糧援助（WFP 経由） 

 ・ セクター・プログラム無償 

 ・ ケニア放送公社に対する一般文化無償 

 ・ HIV・AIDS 対策計画 

 ・ 西部地域県病院整備計画 

 ・ 地方給水計画 

有償資金協力 

・ モンバサ湾開発計画 

・ ソンドゥ・ミリウ/サンゴロ水力 

発電所建設計画 

  

技術協力 

・ ナクル地域における環境管理能力向上      

・ 西部地域保健医療サービス向上プロジ

ェクト 
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⑤ スーダンの事例 
 
スーダン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフリカの地図 

 
 

 

 

無償資金協力 

・ ダルフールにおける難民及びスーダン国内避難民の 

帰還及び再統合並びにキャンプ運営支援計画 

・ 南部スーダンにおける道路修復及び地雷除去計画 

・ 食料援助 

・ 小児感染症予防計画(ユニセフ経由) 

・ イエメン共和国及びその周辺国における砂漠バッタ 

異常発生対策に対する緊急援助計画 

･ 食糧援助 

 

スーダン 

構図：西部ダルフールでは、アラブ系遊

牧民とアフリカ系定住民との対立が、03

年から激化している。 

課題：人道・治安の問題 

ケニア 

構図：非同盟外交を標榜しているが、英国を

初め欧米諸国との関係が深い。 

課題：比較的工業化が進んではいるが、コー

ヒー・茶などの農業国。02年は総選挙を控え

海外からの投資が落ち込んだ為、低成長率と

なる。治安の悪化も深刻である。 
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⑥まとめ 

 

日本とアフリカの歴史はまだ浅い。しかし、冷戦後、日本はアフリカ支援を本格的に進め様々な援助

を行ってきた。日本の対アフリカ対策は当初、｢国際的貢献を強化する｣という全般的方針の下で進めら

れていた。現在は、｢日本は国際社会に対する貢献を強化するべきだ｣という方針のもと、アフリカ政策

の枠組みに対し一歩進んで行ってきている。 

 

アフリカ支援方針 

① 国際的責任に合わせて対アフリカ政策を改善する 

② アフリカ経済発展に寄与し、併せて政治改革にも寄与する 

③ 政治的役割と経済協力を強化する 

④ 政府間交流を強化し、相互理解を増進する 

 

 日本はＴＩＣＡＤでは、日本とアフリカ各国のみならず、主要ドナー国、アジア諸国、国際機関、さ

らには民間企業やＮＧＯを初めとする市民社会といったさまざまな開発主体を巻き込んで国際社会に

広く認知・評価されているアフリカ開発のための包括的な枠組みを率いている。しかし一方で、｢発展

途上国には、それぞれ違う経済、社会背景があるため、西側先進国の政治制度や機構を一方的に押し付

けるやり方は妥協とは限らない｣とし、｢発展途上国の努力｣にも配慮を払うべきであるという、冷静な

姿勢を日本は決して忘れていない。 

  

 今年 2008年、5月にはＴＩＣＡＤ、7月には北海道洞爺湖サミットで日本は議長国を務める。 

今年は、国際社会において日本がリーダーシップを取れる好機である。気候変動問題で一番被害をうけ

ているのは途上国、特にアフリカだ。ＴＩＣＡＤではアフリカに対し気候変動の問題等でどう支援する

かを議論し、サミットでは、アフリカへの支援と気候変動の問題に対する考え方を一つの流れとして捉

え、更なる日本のリーダーシップを発揮することに務めるべきである。 
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共同研究 

第 4章 中東支援 

 
Ⅰ、中東地域に対する ODA 
 
①意義 
中東和平やイラク情勢をめぐる動きが同地域を越えて国際社会に大きな影響を及ぼしてきたように、中

東地域の安定は世界の平和と繁栄に直結している。 
2001年 9月：米国における同時多発テロ後の「テロとの闘い」 
2003年：イラクに対する武力行使 
2006年 3月：ハマス主導のパレスチナ自治政府内閣発足後のパレスチナ情勢の悪化 
2006年 7月：ヒズボラによるイスラエル兵士誘拐を発端とするレバノン情勢の変化 
このように生活・社会基盤の荒廃や治安の悪化が著しい国・地域が存在し、こうした状況が域内全体の

安定に相当程度の影響を及ぼしている。そのため、持続的な和平や安定の実現、国づくりや国家再建に

向けての国際社会の一致団結した支援が極めて重要となっていて、ODAが果たす役割が高まっている。 
 
②基本方針 
・ 低・中所得国における開発ニーズ 
・ 高所得の産油国の石油への過度の依存から脱却し、経済を多角化すること 
・ 経済のグローバル化にも応じた産業育成や技術者育成などの人間開発 
・ 貴重な水資源の管理 
そのために、次の点に重視する。 
（1） 平和の構築支援（イラク、アフガニスタン、スーダン） 
（2） 中東和平プロセス支援のための協力（対パレスチナ支援、周辺アラブ諸国の支援など） 
（3） 低・中所得国における経済社会インフラ整備や貧困対策のための支援 
（4） 総合的な水資源管理のための支援 
（5） 各国のニーズに合致した人材育成支援、環境保全対策等への支援 
 
③中東地域に対するわが国国別二国間 ODA実績 

（2005年、暦暦、OECD/DAC集計ベース、単位：百万ドル） 

国 

アフ

ガニ

スタ

ン 

アル

ジェ

リア 

イエ

メン 
イラク 

オ

マ

ー

ン 

サウ

ジア

ラビ

ア 

バー

レー

ン 

パレ

スチ

ナ 

ヨル

ダン 

レバ

ノン 

支援額 71.05 1.86 8.44 3503.85 3.72 5.18 0.16 5.8 23.55 0.98 

 
上記のイラクの援助金額にもあらわれているように、近年イラク戦争をはじめ、中東での争いが絶えず、

中東の重要度が増してきている。そのことは、中東に関する ODA の割合が増していることからも確認
できる。 
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無償資金協力

アジア, 37.7

中東, 11.4

アフリカ, 30.5

中南米, 12.5

大洋州, 2.8

欧州, 4

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

技術協力

アジア, 35.7

中東, 4.3

アフリカ, 6.8

中南米, 9.6

大洋州, 1.6

欧州, 1.8

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

ODA合計

アジア, 59.2

中東, 6.3

アフリカ, 9.8

中南米, 8

大洋州, 1.4

欧州, 1.3

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

無償資金協力

アジア, 11.5

中東, 55.7

アフリカ, 19.6

中南米, 8.6

大洋州, 1

欧州, 2.2

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

技術協力

アジア, 33.9

中東, 3.6

アフリカ, 10

中南米, 8.2

大洋州, 1.9

欧州, 2

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

ODA合計

アジア, 36.6

中東, 33.5

アフリカ, 10.5

中南米, 4

大洋州, 0.9

欧州, 3.1

アジア 中東 アフリカ 中南米 大洋州 欧州

④援助率の変化 
1999、2000年平均 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥各国ごとの中東援助内容（平成 19年度） 
 

 
 
 
 
 

 

無償資金協力 

・ 食糧援助（WFP経由） 

・ 「小児感染予防計画」 

（ユニセフ経由） 

技術協力 

なし 
有償資金協力 

なし 

アフガニスタン 
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無償資金協力 

・サナア小中学校建設計画 

（第 1期） 

・イエメン共和国及びその周辺

国における砂漠バッタ異常発生対

策に対する緊急支援計画（FAO 経

由） 

有償資金協力 

なし 
技術協力 

なし 

無償資金協力 

なし 

イエメン 

イラク 

技術協力 

なし 

無償資金協力 

・地方都市廃棄物処理機材整備計画

（第 2期） 

有償資金協力 

なし 
技術協力 

なし 

有償資金協力 

・バラス上水道整備計画 

・クルド地域電力セクター復興計画

・コール・アルズベール肥料工場改

修計画 

・原油輸出施設復興計画 

・バラス製油所改良計画（設計監理

等） 

・電力セクター復興計画 

 
シリア・アラブ共和国

トルコ 

無償資金協力 

・「カマン・カレホユック考古学博

物館建設計画」に対する一般文化無

償 

ヨルダン・ハシュミット王国

有償資金協力 

なし 
技術協力 

なし 

無償資金協力 

・第二次ザルカ地区上水道施設改善

計画（2／3） 

有償資金協力 

なし 
技術協力 

なし 
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Ⅱ、なぜ中東に支援するのか 
① 資源確保 
エネルギーをはじめとして資源の多くを海外に依存している島国日本について、途上国をはじめとす

る世界各国の協力なしに日本は存在しない。資源確保がどれほど日本にとって重要なのか。 
歴史的にみてみると、日本は 70 年代において唯一、アメリカ主導の交際秩序と逆行する援助対策を
打ち上げ、アメリカの圧力を断固として撥ね退けたことがあった。アラブ・イスラエル紛争と革命イラ

ンへの日本の対応は、米国の強い圧力のもと、わが国の外国方針を貫いた数少ない例である。 
73年の第四次中東戦争の際、アラブ産油国は、敵対国であるイスラエルを支援する国に対して石油禁
輸措置を強行した。中東からの石油供給が死活線である日本は、イスラエルの支援国である米国の意向

に逆らってアラブ寄りの援助対策を選択した。 
エネルギーの安定供給のためには、土下座してでも石油を売ってもらうという本音の結末が、日本の

親アラブ対策であった。さらに、日本は、米国と敵対関係にある革命イランとの外交関係を継続し、現

在に至っている。産油国との経済的結びつきを深めることが石油危機の再来を防止する最良の策である

とともに、石油供給国を分散させることにより、有事のリスクを最小限にとどめるというエネルギー安

全保障の理念に基づく援助対策である。 
石油 
・99.6％を対外依存する 
・サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、カタール、クウェートと上位 5カ国は全て途上国。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無償資金協力 

・ノン・プロジェクト無償資金協力 

・食料援助（UNRWA経由） 

・食料援助（WFP経由） 

・貧困農民支援（FAO経由） 

・パレスチナ人児童の感染症対策改善計画

（UNICEF経由） 

･パレスチナ自治区における農業再活性化事

業計画（FAO経由） 

･食料援助（WFP経由） 

パレスチナ自治区 

有償資金協力 

なし 
技術協力 

なし 
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電力エネルギー 
日本は世界第 4 位の消費国である一方、エネルギーの大半は輸入。自給率はわずか 20％程度。資源確
保の環境整備の点からしても援助は必要 
 
液化天然ガス 
第 3位のオーストラリアを除けば、インドネシア、マレーシア、カタールと途上国が続く 
 
資源確保を国の重要課題におき、ＯＤＡをはじめとして中東と関係を継続していかなければならない。

経済安全保障として、ODA が果たせる役割は決して大きくは無いが、効果的に行っていく体制が必要
である。また、これから中国やインドなど人口が多い国が成長してくると、世界的にもっと石油が必要

となるだろう。その時に、石油をめぐる競争が激化するのは目に見えている。そういった意味でも原油

を輸入している国々との結びつきを強化していく必要性は今後さらに高くなると思われる。 
 
② 平和構築 
中東と関係を深めるために一番重要なことは、中東地域全体の安定度を高めることである。それが産

油諸国の安定度を高め、石油供給の安定につながる。 
まず一つに、平和である方が日本の経済力を発揮できる。紛争が起こり、戦争になれば、兵器を輸出

したり、軍隊をおくることができない日本にとっては、影響力が下がってしまう。中東の安定が産油国

の安定につながり、ひいては日本のエネルギーの供給の安定につながる。つまり、政治的安定がなによ

りも大事である。 
二つ目に、中東の安定と、エネルギー資源の安定供給という命題は、既に日本のみが掲げる政治目標

ではなくなってきている。日本が中東の安定とエネルギー資源の確保を目指した戦略援助をおこなうこ

とは、同時にアジア・太平洋地域の経済発展に寄与する。 
パレスチナに対する援助は、平和を創造し、平和を維持するという理念の第一歩であった。特に、エ

ネルギー安全保障の観点からいって、わが国の至上命題である中東安定を促進するための援助対策は、

今後とも積極的に行っていくべきである。平和と安定が日本の国益のめざすところの根本理念であるこ

とは明らかであるし、それは、開発途上国であれ、先進国であれ、世界各国の目指すところと一致する

理念である。日本の国益につながるものは、狭い範囲で言えば資源の確保と自由主義経済圏の安定的発

展であり、広い範囲で言えば、世界の平和と安定であり、相互に補完しあうものなのである。 
 
③ 日本生存のためのインフラ 

ODA による 2 カ国間関係の良好さが証明されたことは何度かある。中東における例をあげると、イ
ラクのサマワにおける自衛隊による人道復興支援が円滑に進んだ一つの理由は、1982年から 84年にか
けて、イラク中央病院はじめ 13 の病院に機材供与等を行ったことが人々に記憶されていたからだとい
う。ODAを国際社会の期待にこたえて進めることは、日本の発言権確保、影響力維持という意味でも、
日本が今後国際社会で生存してく上において、必要な基盤としての役割を果たしている。 
 
Ⅲ、イラク 

政府はイラクを中東の中で重要国に置いている。 

・イラク新政府の主体的な復興努力を支援し、我が国の国益（石油等）に資する日イラク関係の発展を

目指す。（イラク・コンパクト支援、行政能力向上支援等） 
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・サマーワに引き続き配慮しつつ、国民和解の観点から地域バランスに一層配慮 
・ 無償資金による当面の支援から、円借款中心の支援に移行 
① イラクに対するODAの意義 

日本を含む国際社会は戦後のイラクが中東地域の安定勢力となるために、平和の定着と国づくりへの

支援を協調して進めている。イラクが主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建

されることは、イラク国民にとって、また、中東地域及び国際社会の平和と安定にとって極めて重要で

あり、石油資源の9割近くを中東に依存する日本の国益にも直結している。イラク復興支援は、ODA大綱

において重点課題として掲げられている「平和の構築」の観点からも大きな意義を有する。 

 

②基本方針 

我が国は、マドリッドで開催されたイラク復興支援国際会議に先立ち、「当面の支援」として15億ド

ルの無償資金による支援を表明し、同会議に際しては、これに加え、2007年までの中期的な復興需要に

対して基本的に円借款により最大35億ドルまでの支援を行うことを表明した。円借款による支援は、無

償資金による支援と可能な限り切れ目のない支援とし、また、その他に、資金協力と連携した人材育成

支援を技術協力で行うこととしている。我が国は、自衛隊によるイラク人道復興支援特措法に基づく人

的貢献とODAによる支援を「車の両輪」として進めてきた。特に、陸上自衛隊部隊が派遣されてきたサ

マーワを中心とするムサンナー県においては、給水、医療、公共施設の復旧・整備等の分野において、

陸上自衛隊の活動と連携したODAを通じたきめ細かい支援を実施してきた。なお、イラクの政治プロセ

スが着実に進展し、ムサンナー県における治安権限が移譲されたことを踏まえ、同県における人道復興

支援活動が一定の役割を果たしたことから、2006年7月に陸上自衛隊はサマーワから撤収した。 

我が国は今後、ムサンナー県を引き続き重視しつつも、地域的なバランスにより配慮し、我が国の国益

に資する日・イラク関係の発展を目指す中で、イラク新政府のより主体的な復興努力を支援していく方

針である。 

 

③重点分野 

「当面の支援」では、電力、教育、水・衛生、保健、雇用等イラク国民の生活基盤の再建及び治安の改

善に重点を置いており、中期的な復興需要に対する円借款による支援では、エネルギー分野等の経済イ

ンフラの整備を重点とする。 

 

④ 実績 

陸自の人道復興支援活動 

・給水支援活動 

 平成17年2月まで宿営付近で浄水（ODAにより給与した給水車に配水。合計で約53500tを給水） 

・医療支援活動 

 平成16年2月から医官による医療支援活動を計277回実施（ODAにより給与した医療機材を用いた技術

指導等） 

・ 公共施設の復旧・整備活動 

学校：36校補修 

道路：31箇所補修（約36kmはODAによりアスファルト舗装） 

その他：66箇所補修（診療所、浄水場、グランド、ウルク遺跡外柵、養護施設、低所得者住宅等） 
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政府開発援助（ＯＤＡ） 

＜２億ドル以上の無償資金を投入（イラク全国では１５億ドル） 

  ：人口比でイラク全体の約２％のムサンナー県に対し、対イラクＯＤＡ全体の１３％以上を供与＞ 

  第1段階：緊急の人道支援 

  給水車の供与、仏ＮＧＯの給水活動支援開始、医薬品・医療品等の供与 

  第2段階：支援の幅を拡大 

  浄水機・給水タンク、医療器材・救急車、ゴミ・下水処理機材・特殊車両、警察車両等の供与、道路

舗装、小中学校・高等教育施設の再建、雇用創出、警察訓練 

  

 第3段階：大型案件の開始 

  サマーワ大型発電所建設、サマーワ総合病院の改修、円借款による支援（灌漑、橋梁）の決定 

  人材育成支援：親日家の養成 

  医療、地方自治、警察、選挙管理、報道等の分野で人材育成 

 

⑤今後の展望 

【イラク復興支援】 

 ・ イラク新政府発足を受け、イラク政府の主体的な復興努力を支援し、我が国の国益に資する日・イ

ラク関係の発展を目指す 

 ・サマーワに引き続き配慮しつつ、国民和解促進の観点からも、地域バランスに一層配慮 

 ・無償資金による当面の支援から円借款中心の支援に移行 

【サマーワ支援】 

 ・ 現在取り進めている無償資金協力事業の着実な実施 

 ・表明済みの円借款事業（橋梁建設、灌漑施設改善）の実施 

 ・人材育成・行政能力向上等のための国際機関経由の事業や技術協力による研修事業の実施（保健、

給水、電力、教育、農業、雇用等の分野） 

 

Ⅳ、アフガニスタン 

アフガニスタンもイラクとともに最重要国に置かれている国である。 
・ アフガニスタン政府が安定し、適正に機能するための後押し 
 治安能力の強化（DIAG遂行のための関係省庁改革） 
 行政能力向上支援等 
 農業・農村開発を中心とした地方総合開発 
・ 治安状況に留意した支援の工夫 
（NATO・PRTと連携した草の根無償の実施等） 
 中央アジア地域等を含めた広域協力の模索 
① アフガニスタンに対するODAの意義 

アフガニスタンは、テロとの闘いの最前線である。同国に平和と安定を実現することは、テロと闘う

国際社会全体の安全に関わる問題であり、我が国自身の安全と繁栄にも直接影響する重要課題である。

また、アフガニスタンのような紛争終結後の国の平和と安定及び国づくりに積極的に貢献していくこと

は、ODA大綱の基本方針である「人間の安全保障」並びに重要課題の一つである「平和の構築」の実現

という観点からも意義が大きい。 
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また、アフガニスタンは、中央アジアから南アジア、中東へ抜けるゲートウェイであり、これら地域間

の経済発展の要となっている。アフガニスタン支援は、中央アジアの安定や地域間経済の発展にも貢献

しうる。 

 

② 基本方針 

我が国は、「平和の定着」構想の下、これまで和平プロセス支援、治安改革支援、復興・復旧支援の

3分野に重点を置いて支援を実施し、アフガニスタンの平和と安定に多大な貢献を果たしてきた。2001

年12月のボン合意にボン・プロセスは2005年9月の議会選挙の実施に伴い、成功裏に終了した。他方で、

治安、貧困を始めとしていまだ多くの課題が残されており、2006年1月のアフガニスタンに関するロン

ドン国際会議においても国際社会が一致して復興支援を継続していくことが約束された。 

このような中、我が国は、今後、非合法武装集団の解体（DIAG：Disbandment of Illegal Armed Groups）

及び農業分野中心の地方総合開発などを重点分野として支援し、アフガニスタンの平和構築に貢献する

こととした。 

また、これらを実施していく上で、ガバナンスや能力構築は不可欠であり、これらの分野にも支援を

行っていく。我が国が主導的立場で支援してきた旧国軍兵士の武装解除・動員解除・社会復帰（DDR：

Disarmament,Demobilization, and Reintegration of the former soldiers）については、「DD」部分

が2005年7月に無事に終了し、「R」部分については2006年6月に完了した。しかし、アフガニスタンに

はDDRの対象とならなかった非合法武装集団が数多く存在し、地域社会の脅威となっている。アフガニ

スタン政府は、「アフガニスタン・コンパクト」で2007年末までにすべての非合法武装集団を解体する

としており、武装解除と開発支援を戦略的に実施しながら武装集団の弱体化を図り、法の支配を拡大さ

せていくことが、政府の権威を拡大させるためにも重要である。 

また、このような治安問題及び貧困問題を解決するには、アフガニスタンの最大の産業であり、最大の

就労人口を擁する農業分野を中心とした地方総合開発が最も効果的である。これは、ANDSにも強調され

ている点である。今後、我が国としては、アフガニスタンの北部、東部、中央部、南部の中心県である

バルク県、ナンガルハル県、バーミヤン県、カンダハール県を重点地域として、農業生産力の向上、農

業経済の活性化、農業インフラ、社会インフラ等総合的な支援を実施していく。 

 

③ 重点分野 

 和平プロセス支援 

メディア支援、行政能力強化支援、選挙プロセス支援、暫定・移行政権への行政経費支援など 

 治安支援 

元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰（DDR）、非合法武装集団の解体（DIAG）、地雷対策支援、

警察機材・病院への支援、麻薬対策支援 

 復興・復旧支援 

幹線道路、二次道路の整備、保健医療分野への支援、難民・国内避難民の再定住支援（緒方イニシア

ティブ）、インフラ整備、教育、農業・灌漑支援など 

 

④ 実績 

対アフガニスタン支援の内訳（平成１９年１月） 

総額11.6億ドルの支援を実施 

（難民・避難民支援、食料支援等）２００１年９月以降 
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総額約１億６千１百万ドル  

（復興などへの支援）２００２年１月～２００６年１２月 

総額約１０億ドル 

● 政治プロセス・ガバナンス● 治安の改善● 復興 

●  

政治プロセス・ガバナンス 総額1億5千2百万ドル 

(1) 暫定･行政政権への行政経費支援（緊急ロヤ・ジルガ支援、憲法制定プロセス支援等） 約９５百万

ドル 

(2) メディア支援（カブールＴＶ放送施設整備等） 約２６百万ドル 

(3) 選挙人登録・選挙実施支援（大統領選挙支援、下院・県議会選挙支援等） ３０百万ドル 

治安の改善 総額2億9百万ドル 

(1) DDR（元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰） 及びDIAG（非合法武装集団の解体）（ＤＤＲ実施

機関の立ち上げ経費、社会復帰支援等）約１３５百万ドル 

(2) 地雷対策（地雷除去経費、地雷啓発活動、犠牲者支援等）約５８百万ドル（※） 

(3) 麻薬対策（薬物取締強化、麻薬対策信託基金への支援等）約１１．５百万ドル 

(4) 警察支援（警察への警察車両、無線機器支援等）約４．２百万ドル 

復興 総額6億5千5百万 

(1) 幹線道路・二次道路整備（カブール・カンダハール幹線道路整備等）約２０５百万ドル 

(2) 保健・医療（子供達に対するポリオ予防接種等） 約４６百万ドル 

(3) 教育（学校建設・整備等）約２９百万ドル 

(4) 難民・国内避難民の再定住（仮設住宅建設、水供給等） 約８８百万ドル 

(5) ｲﾝﾌﾗ整備(道路を除く) （カブール国際空港整備等） 約３０百万ドル 

(6) 農業・農村開発（農業インフラ整備、灌漑システム復旧等） ８２百万ドル 

(7) 草の根・人間の安全保障無償（現地ＮＧＯ等を通じた学校建設、灌漑整備等）約４９百万ドル 

(8)日本ＮＧＯ支援無償（日本ＮＧＯを通じた学校建設、灌漑整備等）約９百万ドル 

(9) その他（含：技術協力）（ＪＩＣＡによる技術協力、バーミヤン遺跡保存事業等）約１１８百万ド

ル 

※ 我が国は１９９８年にアフガニスタンに対する地雷対策支援を開始し、１９９８年以降の支援実績

は約６１百万ドル。 
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Ⅴ、まとめ 

政府は中東対策目標として、 
・エネルギー安全保障（湾岸諸国との関係強化など） 
・中東地域の安定と発展に向けた取り組み 
⇒中東和平の促進、イラク、アフガニスタンの復興を重視 
・石油に留まらない関係の構築（重層的経済関係、教育、人材育成等） 
を掲げている。やはり、中東支援においての大きな2本柱は、『資源確保』と『平和の安定』である。資
源確保は歴史的に見ても、常に重要視されてきたことがわかる。それとは逆に、近年中東の不安定さが

世界に与える影響から平和の安定は近年重要視されはじめたものである。 
ODAは単なる支援ではなく、政治的・経済的意味を大きく含んだものである。政治的側面においては、
中東、アジア・太平洋など、わが国の平和戦略にとって重要と思われる地域の安定に貢献することであ

る。経済的側面においては官民一体となったより細かな開発支援である。もちろん、政治的・経済的役

割による支援が多くなってしまってはならず、ODAの一番の目的である、人道的立場からの支援という
のを忘れてはならない。資源をめぐる競争力が激化し、平和というのが大きな課題である今世紀。これ

から、ODAが果たす役割が大きくなるだろう。しかし、それとは反比例するかのように国民のODAを
奨励する声は小さくなっている。国民がODAの果たす真の役割を理解し、経済大国で世界的にも大きな
影響力を持つ日本にできることを真剣に考えていかねばならない。 
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第 5章 おわりに 

 
日本は過去 60年、国際社会の中で平和国家として理解、信頼、尊敬される国になるように努めてき

た。こうした国際貢献で、ODAは重要な役割を果たしてきた。その ODAも時代の変化に応じて、内容

が変わってきている。固定観念にとらわれないで、ODA改革を進めて行くことが重要だ。 

 

☆日本は何を実現するべきか 

ODAが公的資金の開発途上国への投入である以上、そこに日本としての明確なメッセージが含ま

れていなければならない。とはいえ、ODA財源は限られており、開発途上国の抱えるすべての問

題に対応するわけにはいかない。 

●ODA改革 

⇒「量から質」へ 

●ODAの評価 

⇒・個々のプロジェクト･･･道路、港湾、学校、病院の建設といったハードインフラ 

   の整備や人材育成、制度構築、政策支援などのインフラの整備。しかし、ODAの 

   真の評価基準は、貧困削減や生活条件の改善に、ODAがどのような効果をもたらせたかであ

る。 

●ODAの効果 

① 日本に対する効果(資源確保・日本外交への支持・親日感情) 

② 国際社会に対する２次的効果(日米同盟・G７のメンバーとしての責任) 

③ ３次的効果(国際社会における相応の評価の獲得、受取国の経済発展やガバナンス向上に対

する貢献、相互依存の深化や地域の安定に対する貢献など) 

 

 ０８年は日本で TICADやサミットが開催される節目の年である。今後、ODAの役割はますます重要

になってくる中で、予算面で政治的にどう判断されるかが問われてくる。日本の ODA理念は多くの支

援国に理解されているが、きちんとした手立てで実施し、成果を見せることが大切だ。 

 私たちは、ODAは国民の発意であることを繰り返したい。強制的に成されるものではない。そうで

あるがゆえに、日本の国柄、日本人の生き方が ODAのあり方に投影されることを忘れてはならない。 

 日本政府はこの節目の年に、国際社会にたいするどのようなメッセージを発信するのだろうか。自ら

をアジアの一員として位置づけ、世界の安定と繁栄を願い、その環境作りの重要さをアピールしてもら

いたい。 
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